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申請書類の作成のしかた（令和８年度） 

 

※ 番号は、申請書提出要項の提出書類一覧の番号に合致します。 

※ 提出とは、「電子申請サイト（https://bid-entry.com/）にアップロード」することを指します。 

 

 

１.入札参加資格審査申請書（BID-ENTRY 様式） 

  ピンク色のセルは必須、青色のセルは任意入力項目です。 

  別紙「【記入例】入札参加資格審査申請書（BID-ENTRY 様式）」もご確認ください。 

 

 ●共通項目 

A.本社（店）情報 

１．の申請書のとおり入力してください｡ 

商号又は名称のフリガナは必ず入力してください｡ 

なお、株式会社・有限会社等も必ず入力してください。 

 

     B.契約する営業所情報 

本店又は本社が契約相手となり、また代表者も同じである場合は、（１）入札・契約権限の委任

「しない」を選択してください。以下の入力は不要です。 

委任状提出のある場合は、委任された支店又は営業所等の所在地、支店又は営業所等の名称、受任

者の職氏名を入力してください｡ 

   なお、委任された支店又は営業所等が契約先の場合は、必ず登記、あるいは営業に必要な手続き 

（許可、登録等）をされた支店又は営業所等を入力してください｡ 

 

※契約先事務所は下記の要件を満たしていることが必要です。 

① 事務所としての形態を整えていること。 

事務等を執り行える事務用什器（机、椅子など）や事務用機器（電話・ファックス等の通

信機器や複写機など）が具備されているとともに、事務所の所在を明らかにした看板や表札

が表示されていること。また、インターネット等の通信に対応できない場合は、すみやかに

その体制を整えてください。 

② 営業活動を行い得る人的配置がなされていて、かつ責任者と常時連絡がとれる体制と

なっていること。 

人的な配置がなされておらず、かつ配置人員が本店などと兼務となっていて、不在の状況

が頻繁となっている場合は、事務所としては認めません。（倉庫として利用している等） 

③ 法人の場合、地方税法に基づく法人設立・開設の届出を行っており、事業年度毎に申告を行

っていること(納税証明書の交付を受けられること)。 

市町村が課税する法人市区町村民税の納付に関して、未納がないこと。（ただし、個人事業主

の場合は代表者の市区町村民税の納付に関して未納がないこと。） 
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C.担当者情報 

 豊能町からの連絡に対応できる担当者の名前を入力してください。 

※行政書士が代理申請する場合は、「D.申請代理人情報」へ入力してください。 

     

     （４）営業年数 

       ・申請日の直近の総合評定値通知書における営業年数（１年未満切り捨て）を入力してください。 

・豊能町内にある本店又は支店等が豊能町との契約相手になる場合は、豊能町内での営業年数を 

入力してください｡ 

 

   

  

   ●申請区分ごとの独自項目 

 

 ○ 建設工事  

 F.業種情報 

（３）競争参加資格希望業種表 

  「業種区分」より、許可業種に対応する希望業種を選択し、希望順位欄に希望する順位を選択して

ください。 

 ※町内業者は最大４業種まで、町外業者は最大２業種まで希望することができます。 

 

  ○ 業務（測量・コンサル等） 

  G.有資格者数 

 技術免許取得者数の欄には、それぞれの免許を取得している者の延べ人数を入力するものとし、 

1 人で複数の免許を取得している場合は重複してカウントしてください｡ 

 したがって、技術者免許取得者数の合計が、技術職員数及び総職員数を超える場合もあります。 

 様式に掲載されていない免許等の場合は、免許等の名称（青いセル）欄に入力してください。 

 

  H.業種情報 

（４）登録及び希望業務 

・「業種」より希望業種を選択し、希望順位欄に希望する順位を選択し、希望業種の中から希望す

る業務を「○」で選択してください。 

※最大３業種まで希望することができます、 

※希望業種で「その他の業種」、業務で「その他」を選択した場合は（５）その他の具体的な業

務内容を必ず入力してください。 
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  ○ 物品・その他  

 F.業種情報 

（３）希望する資格の種類等 

「種目」より希望種目を選択、種目希望順位より希望する順位を選択し、希望種目の中から希望

する細目を「○」で選択してください。 

※最大４種目まで希望することができます。 

※その他を選択した場合は、「具体的な内容」欄に具体的な細目名称を必ず入力してください。 

          

 

     

２． 建設業許可証明書若しくは建設業許可通知書又は登録証明書等 

   証明書又は通知書（令和 8 年４月１日現在有効のもの）で代用できます。 

   当該営業に関し、許可・登録・認可等を受けることが必要とされている場合は、証明権者の発行した 

  証明書を提出してください。 

 

３． 営業所一覧表（同様の任意様式可） 

   個人の場合及び本店又は本社のみで他の営業所がない場合は、提出は不要です。 

 

４． 技術者経歴書（同様の任意様式可） 

   当該営業を行うにあたって必要とする場合、専門技術職ごとに入力してください｡ 

   ※同じ資格で複数取得している場合（施工管理技士１級・２級等）は上級の資格のみ入力してください。 

   ※「物品・その他」の場合で、専門の技術職員がいない場合は、提出不要です。 

 

５． 代理店証明書（物品・販売のみ） 

   代理店に指定されている場合は代理店証明書の写しを提出してください｡ 

 

６． 委任状 

（１） 代表者以外（支店長、営業所長等）が、豊能町との契約相手となる場合は、委任状を提出し 

   てください｡ 

 

 （２） 委任期間  建  設  工 事  令和８年４月１日～令和１０年３月３１日（２年間） 

           業務、物品その他  令和８年４月１日～令和 ９年３月３１日（１年間） 

 

 

 

 

７． 使用印鑑届 

（１） 使用印鑑とは、豊能町との取引（見積、入札、契約、代金の請求等）に用いる印鑑のことで、実 

   印を使用印として用いる場合は使用印の枠内に実印を押してください。また、委任状提出により 

   委任された者がある場合は、その者が使用する印鑑を押してください。 
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（２） 住所、商号、代表者名の欄の入力については、申請書と一致します。 

 

９.印鑑証明書  

     証明書の写し（令和７年１１月１日以降の証明のもの）で代用できます。 

     法人の場合……代表者印（法務局が証明） 

     個人の場合……代表者本人のもの（市町村長が証明） 

 

１０. 「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書（経営事項審査結果通知書）（建設工事のみ） 

     国土交通大臣又は知事が発行したもの（有効な最新のもの）を必ず提出してください｡ 

 

１１．～１４． 納税証明書 

    （１）令和７年１１月１日以降に発行されたものに限ります。 

（２）納税証明書の種類 

① 法人組織の場合 

  法 人 税 ・ 消 費 税……本店又は本社を所轄する税務署で発行（納税証明書その３の３）   

  法 人 事 業 税         ……納税証明書（未納がない旨の証明書または直近１年分の納税証明書） 

契約先事業所を所轄する都道府県税事務所で発行 

法人市区町村民税……納税証明書（未納がない旨の証明書または直近１年分の納税証明書） 

契約先事業所を所轄する市区町村で発行 

②個人の場合 

  所 得 税 ・ 消 費 税……代表者の住所地の税務署で発行（納税証明書その３の２） 

  個 人 事 業 税         ……納税証明書（未納がない旨の証明書または直近１年分の納税証明書） 

代表者の住所地の都道府県税事務所で発行 

代 表 者 の 市 区 町 村 民 税……納税証明書（未納がない旨の証明書または直近１年分の納税証明書） 

代表者の住所地の市区町村で発行 

 

１５．履歴事項全部証明書 

     法人のみ必要です。登記事項証明書（令和７年１１月１日以降の証明のもの）で代用できます。 

 

１６．建設業退職金共済組合加入証明書 

     建設工事の申請書を提出する者は、証明書を必ず提出してください。証明書で代用できます。 

     また、当該組合に加入していない場合は、理由書（様式は任意です。）を必ず添付してください｡ 

 

１７．財務諸表（建設工事は除く） 

     直近 1 年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書等）を提出してください｡ 

なお、個人事業主の方は、直近の確定申告書（Ｂ）と青色申告書を提出してください。 

 

１８． 本店・支店及び営業所の写真 

     契約先を豊能町内にある本店又は営業所等にする場合は、その建物全体がわかる外観写真を提出して 

ください。 
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１９. 各経歴(実績)一覧表  

    建設工事においては、「建設工事経歴一覧表」、業務（測量・コンサル等）においては、「業務経歴一覧表」、

物品・その他においては、「物品等契約実績一覧表」となります。 

 

                                

                                        

○ その他 

    ・提出書類に不備等がある場合は、令和８年２月１３日（金）までに再提出してください。 

（期日までに不備不足書類を提出されない場合は、受付しません。） 

     ただし、（１）「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 （経営事項審査結果通知書）」につい 

て、現在審査中あるいは今後、審査申請予定の場合は、令和８年５月３１日までに提出してください。 

 

 

 

 

 

＜豊能町ホームページアドレス＞https://www.town.toyono.osaka.jp/          

   

〈提出先〉 

   電子申請サイト 

   https://bid-entry.com/ 

 

〈問い合わせ先〉 

 〒５６３－０２９２    

  大阪府豊能郡豊能町余野４１４番地の１ 

  豊能町 総務部 行財政課 契約検査室  

TEL：０７２－７３９－３４１６（直通）    


